
 

 

〇地方建設局工事請負業者選定事務処理要領の一部改正に伴なう 
取扱いについて 

 
                  昭和 47 年 11 月 16 日 建設省厚発第 393 号 
                  改正 令和 2 年 10 月 1 日 国会公契第 15 号 
      

            官房長から各地方建設局長あて 
                                               
 
 今般の地方建設局工事請負業者選定事務処理要領（以下「選定要領」という。）の一部改

正に伴ない、建設業法の許可を受けていない建設業者は、一般競争（指名競争）の参加資格

を有しないこととされたが、これを規定した選定要領第２第１号ホは、建設業法に照し下記

のとおり解されるものであるので、その取扱いに遺憾なきを期せられたい。 
 
１ 選定要領第３の工事種別と建設業法の工事の種類との対応関係は、下表のとおりであ 
る。 
 

希 望 工 事 種 別 建 設 工 事 の 種 類 

一 般 土 木 工 事 

土木一式工事（土） 
〇とび・土工・コンクリート工事（と） 
〇石工事（石） 
〇タイル・れんが・ブロツク工事（タ） 
〇水道施設工事（水） 
〇解体工事（解） 

ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工 事 舗装工事（舗） 
セメント・コンクリート舗装

工 事 
舗装工事（舗） 

鋼 橋 上 部 工 事 
 鋼構造物工事（鋼） 
〇とび・土工・コンクリート工事（と） 
〇解体工事（解） 

プレストレスト・コンクリート

工 事 

 土木一式工事（土） 
〇とび・土工・コンクリート工事（と） 
〇解体工事（解） 

電 気 設 備 工 事 電気工事（電） 
 管工事（管） 



 

 

暖 冷 房 衛 生 設 備 工 事 〇熱絶縁工事（絶） 
〇水道施設工事（水） 
〇消防施設工事（消） 

 
建 築 工 事 

 建築一式工事（建） 
〇大工工事（大） 
〇左官工事（左） 
〇とび・土工・コンクリート工事（と） 
〇石工事（石） 
〇タイル・れんが・ブロツク工事（タ） 
〇鋼構造物工事（鋼） 
〇防水工事（防） 
〇内装仕上工事（内） 
〇建具工事（具） 
〇清掃施設工事（清） 
〇解体工事（解） 

法 面 処 理 工 事 
 土木一式工事（土） 
〇とび・土工・コンクリート工事（と） 
〇防水工事（防） 

木 造 建 築 工 事 

建築一式工事（建） 
〇とび・土工・コンクリート工事（と） 
〇大工工事（大） 
〇左官工事（左） 
〇屋根工事（屋） 
〇タイル・れんが・ブロツク工事（タ） 
〇内装仕上工事（内） 
〇建具工事（具） 
〇解体工事（解） 

機 械 設 備 工 事 
 機械器具設置工事（機） 
〇鋼構造物工事（鋼） 

塗 装 工 事  塗装工事（塗） 

維 持 修 繕 工 事 

 土木一式工事（土） 
〇舗装工事（舗） 
〇電気工事（電） 
〇とび・土工・コンクリート工事（と） 
〇石工事（石） 
〇タイル・れんが・ブロツク工事（タ） 



 

 

〇防水工事（防） 
〇機械器具設置工事（機） 
〇塗装工事（塗） 
〇解体工事（解） 

河 川 し ゅ ん せ つ 工 事  しゆんせつ工事（しゆ） 

グ ラ ウ ト 工 事 
 土木一式工事（土） 
〇とび・土工・コンクリート工事（と） 
〇解体工事（解） 

通 信 設 備 工 事 
 電気通信工事（通） 
〇鋼構造物工事（鋼） 

造 園 工 事 造園工事（園） 
プ レ ハ ブ 建 築 工 事  建築一式工事（建） 

杭 打 工 事 
とび・土工・コンクリート工事（と） 

〇解体工事（解） 
さ く 井 工 事  さく井工事（井） 
受 変 電 設 備 工 事  電気工事（電） 

橋 梁 補 修 工 事 

 土木一式工事（土） 
〇舗装工事（舗） 
〇電気工事（電） 
〇とび・土工・コンクリート工事（と） 
〇石工事（石） 
〇タイル・れんが・ブロツク工事（タ） 
○鋼構造物工事（鋼） 
○鉄筋工事（筋） 
〇防水工事（防） 
〇機械器具設置工事（機） 
〇塗装工事（塗） 
○電気通信工事（通） 
〇解体工事（解） 

 
２ １の表の左欄の工事種別ごとに同表右欄の建設工事の種類のうち、いづれか一につい

て建設業の許可を受けている者についてのみ入札参加資格を付与できる。 
 
３ １の表中、〇印を付した建設工事の種類は、工事を単独でのみ受注することのできる種

別である。 
  従つて、指名にあたつては工事が単独工事であるか否かを判断し、単体工事の場合は、



 

 

当該工事種別に対応する建設工事の種類欄の〇印を付した建設工事の種類について許可

を受けた有資格業者の中から指名し、単体工事でない場合は、〇印を付さない建設工事の

種類について許可を受けた有資格業者の中から指名しなければならない。 
 
   附 則 

 この通知は、令和３年度以降に締結する地方整備局の所掌する工事の請負契約について

適用する。 


